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豊橋市吹付けアスベスト対策事業費補助金交付要綱  
（趣旨） 
第１条 この要綱は、豊橋市補助金等交付規則(平成７年豊橋市規則第８号。以下「規則」

という。)に定めるもののほか、豊橋市吹付けアスベスト対策事業費補助金（以下「補

助金」という。）について必要な事項を定めるものとする。 
 

（目的） 
第２条 この補助金は、豊橋市吹付けアスベスト対策事業を実施する者に対し、予算の範

囲内において補助金を交付し、民間の既存建築物の壁、柱、天井等に露出して吹き付け

られたアスベストの飛散による健康障害を予防し、生活環境の保全を図ることを目的と

する。 

 

（定義） 
第３条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

(1) アスベスト 労働安全衛生法施行令（昭和４７年政令第３１８号）第６条第２３号

に規定する石綿等をいう。 

(2) 対象建築物 次の要件を全て満たすものをいう。 

ア 本市の区域内に存する住宅・建築物（国、地方公共団体その他公の機関が所有する

ものを除く。） 

イ 分析調査にあたっては、特定行政庁が管理するアスベスト対策に係る建築物のデー

タベース（アスベスト調査台帳）に記載された住宅・建築物 

(3) 建築物石綿含有建材調査者 建築物石綿含有建材調査者講習登録規程（平成３０年

厚生労働省・国土交通省・環境省告示第１号）第２条２項、第３項又は第４項に規定す

る者をいう。（以下、調査者） 

(4) 分析調査 対象建築物の吹付け建材について行うアスベストの含有の有無を「建材

中の石綿含有率の分析方法について」（平成 1８年８月２１日付け基発第０８２１００

２号厚生労働省労働基準局長通達）により示された方法で、調査者が自ら実施する分析

調査をいう。 

(5) 除去等 実施計画の策定等を調査者が行うとともに、当該計画等に基づく現場体制

に基づき実施される対象建築物の吹付けアスベスト等の除去、封じ込め、囲い込み又は

吹付けアスベスト等が施工されている住宅・建築物の除却をいう 

 

（補助の対象） 

第４条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のすべてを満たす者とする。

ただし、国及び他の地方公共団体等が定めた補助制度等の対象となる者には補助金を交

付しない。 

(1) 対象建築物の所有者であること。 

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条

第６号に規定する暴力団員でないこと。 

(3) 豊橋市税を滞納していない者。 

２ 補助金の交付をうけることができる事業は、前項第１号に定める所有者が実施する分

析調査及び除去等で、当該年度内に事業が完了するものを対象とする。 
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（補助金の額等） 

第５条 補助金の額は次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表中欄に掲げる額（そ

の額に 1,000 円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。）とし、それぞれ同表

右欄に掲げる額を上限とする。      
（交付の申請） 

第６条 規則第４条第１項に規定する申請書の様式は、豊橋市吹付けアスベスト対策事業

費補助金交付申請書（様式第１号）とする。 

 

（交付の条件） 

第７条 規則第６条に基づく交付の条件は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 事業の着手は、規則第５条第２項に定める補助金の交付決定通知後とすること。 

(2) 事業内容を記録すること。 

 

（交付申請の取下げ） 

第８条 規則第７条第１項に規定する期日は、当該補助金の交付決定通知を受けた日から

起算して１５日以内とする。 

２ 規則第７条第１項に規定する申請の取下げをする場合は、豊橋市吹付けアスベスト対 

策事業費補助金交付取下げ書（様式第２号）を市長に提出するものとする。 

 

（計画の変更等） 

第９条 申請者が、補助金の交付決定を受けた後、規則第８条第１項各号に規定する変更、

中止又は廃止をしようとするときは、豊橋市吹付けアスベスト対策事業費補助事業計画

変更等申請書（様式第３号）を市長に提出しなければならない。 

 

（事業完了報告） 

第１０条 申請者は、吹付けアスベスト対策事業が完了したときは、事業完了の日から起

算して３０日以内又は交付決定のあった日の属する年度の１月末日（ただし、末日が土、

日及び祝日の場合は、翌日以後の最初の開庁日とする。）のいずれか早い日までに、規

則第１０条第１項に基づく実績報告として豊橋市吹付けアスベスト対策事業費補助事業

実績報告書(様式第４号)を市長に提出しなければならない。 

 

（補助金の交付） 

第１１条 申請者は、規則第１１条に基づく通知を受けた日から起算して１０日以内又は

同条に基づく通知を受けた日の属する年度の３月３１日のいずれか早い日までに、豊橋

市吹付けアスベスト対策事業費補助金請求書（様式第５号）を市長に提出しなければな

らない。 

２ 市長は、前項の請求書に基づき、申請者に補助金を交付するものとする。 

 

（地位の承継） 

第１２条 申請者が死亡した場合において、申請者の承継人が交付決定のあった内容で分

析調査又は除去等を行う意思があるときは、市長に届出をして地位を承継することがで

きる。 

区 分 補 助 金 の 額 上 限 
分析調査 分析調査に要した経費の額 ２５万円 
除去等 除去等に要した経費の額の３分の２ １８０万円 
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２ 申請者が破産等のやむを得ない事情により第三者に地位を承継する場合において、申

請者の承継人が交付決定のあった内容で分析調査又は除去等を行う意思があるときは、

市長に届出をして地位を承継することができる。 

３ 申請者は、前２項に定める場合を除き、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、

又は担保に供してはならない。 

４ 地位の承継を受けようとする者は、豊橋市吹付けアスベスト対策事業費補助事業承継

届(様式第６号)に地位を承継する者であることを証する書類を添付して市長に提出しな

ければならない 

 

（委任） 

第１３条 この要綱の実施に関し、必要な事項は別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和３年１月１日から施行する。 

 


